


- 1 - 

 

目    次 

 

1.はじめに ···························································································································································· 4 
2.各国の底質ガイドラインの考え方 ················································································································· 4 

2-1 海外における底質ガイドラインの考え方 ··························································································· 4 
2.2 わが国の現状と浚渫土砂安全性評価の現状の整理 ············································································ 6 

3. 調査方法 ·························································································································································· 7 
3.1 調査対象港湾と地点 ······························································································································· 7 
3.2 試料採取 ·················································································································································· 7 
3.3 底質の分析方法······································································································································· 7 

4. 調査結果 ·························································································································································· 8 
4.1 港湾底泥の化学物質の濃度レベル ······································································································· 8 
4.2 底泥の性状と底生生物の関係 ··············································································································· 8 
4.3 化学物質濃度に影響を与える因子 ····································································································· 14 
4.4 重金属類元素間の相関 ························································································································· 14 
4.5 含有量と溶出量の関係 ························································································································· 14 

5.考察 ·································································································································································· 17 
5.1 重金属類濃度と底生生物種類数の関係及び ERL・ERM による評価············································· 18 
5.2 重金属類の溶出量を生物影響の判定に用いる際の課題 ·································································· 18 

6.結論 ·································································································································································· 21 
7.あとがき ·························································································································································· 21 
謝辞 ····································································································································································· 21 
参考文献 ····························································································································································· 22 
付録 A 諸外国における底質に関する環境基準設定の考え方の整理 ····················································· 23 
付録 B 海外で用いられている主な底質ガイドラインの概要································································· 28 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- 2 - 

 
 
 
 
 
 
 

 
Relationship between sediment quality and benthic macrofauna in Japanese ports and 

harbors  

 

Ryoji NAITO* 
Yoshiyuki NAKAMURA** 
Taro URASE*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synopsis 
 

In order to obtain basic information on potential adverse effects of trace chemicals onto benthic 
fauna, a nationwide survey of sediment quality and benthic macro fauna in Japanese major ports and 
harbors was conducted. Dioxins and heavy metals contents were compared with total wet weight or 
the number of species of benthic macrofauna. The number of species of macrofauna was found to be 
more sensitive index to estimate the adverse effects of dioxins than the total wet weight.  Heavy 
metal levels were compared with the benchmark ERL or ERM values.  The number of species of 
macrofauna was associated with concentration of heavy metals.  Thus, it is suggested that, in some 
port and harbors, present levels of pollution by heavy metals have adverse effects on macrofauna. 
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要  旨 

 

 底生生物に対する底泥中化学物質濃度の影響を評価する基礎資料を得ることを目的とし，全国の

港湾域の底泥中ダイオキシン類濃度及び重金属類濃度の分布と，底生生物種に関する実態調査を行

った．ダイオキシン類については，底泥の有機物量 (TOC)が多くなるほど濃度が高い傾向がみられ

た．また，シルト・粘土分が高く，粒子が細かいほど底泥中のダイオキシン類濃度が高くなった．

また，ダイオキシン類濃度に対する底生生物の影響指標としては，底生生物種類数の方が湿重量よ

りも敏感であった．さらに底生生物の豊かさに対する重金属濃度の影響を調べるため，底生生物種

類数を指標として，既存の ERM 及び ERL による底質ガイドライン値と測定結果を比較した．現状

の重金属濃度においても生物の棲息の種類数に影響が現れている港湾があることが示唆された． 
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1.はじめに 

 

 底泥に含まれる化学物質は，そこに棲息する生物の豊

かさに何らかの影響を与えていると考えられる． 

 これまで，我が国の環境基準の水生生物に対する影響

については，水中濃度での評価が主体となっており，泥

中の化学物質濃度による環境影響は考慮されていない． 

しかし，底生生物のように泥と密接な関係があるものに

対しての生物影響を考えると，底質濃度や水中懸濁成分

濃度を評価する必要があり，浚渫土砂を干潟造成や覆砂

材並びに浚渫窪地修復材等への有効利用を行う際にも重

要な視点となる （国土交通省,2006)．これまで，底泥中

の化学物質濃度の底生生物への影響については，日本の

沿岸海域での情報としてはほとんどない． 

 底泥中の化学物質の多くは陸起源である．なかでも，

金属類の濃度分布，とりわけ亜鉛および鉛の濃度分布は

都市流出の影響を大きく受けることがこれまでの研究 

(Urase ら, 2006)で明らかになっている．これらの都市流

出のかなりの割合が粒子吸着状態と推定され，雨天時に

公共用水域に流出する．これらの粒子態の汚染負荷は，

自然沈降や海水との混合による凝集により，都市沿岸の

港湾域の底泥に蓄積される． 

港湾域は，港湾としての物流機能を高度に維持するた

めに水深が深く静穏な海域が人為的に形成されている．

そのために，航路・泊地では多くの場合底泥は移動性に

乏しいが，水深を維持するために浚渫により移動するこ

とがある．港湾内の浚渫土砂は，粒径の小さな粒子が多

く，それらには有害な化学物質が吸着しやすい． 

 浚渫土砂を有効利用（覆砂，干潟造成）する場合や，

海洋投入を行う場合があるが，その際，浚渫土砂自体の

化学的な安全性を評価し，既存の底泥中の生態系に悪影

響を及ぼさないように施工することが重要である． 

平成 14 年に，ダイオキシン類の底泥中の環境基準が，

含有量 150 pg-TEQ/g に設定されたのをうけ，国土交通省

港湾局は，ダイオキシン類に汚染された港湾の対策を推

進しているところである（内藤，2004)．また，平成 19

年 4 月から施行された，ロンドン・ダンピング条約 96

年議定書批准を受けて改正された「海洋汚染等および海

上災害の防止に関する法律」（海防法）を受けて，国土交

通省港湾局が策定した「浚渫土砂の海洋投入および有効

利用に係る技術指針」（国土交通省,2006)の中で特に配慮

すべき化学物質についてダイオキシン類，トリブチル化

合物，多環芳香族炭化水素類があげられている．これら

の化学物質は，底生生物への暴露を通して魚介類に蓄積

され，それを人が摂取することによる毒性影響が高いこ

とが知られている． 

最近の海防法の改正は，ロンドン・ダンピング条約の

批准が契機となっており先行する欧州内での条約

（OSPAR 条約）締結と締結後の関連研究の進展が強い影

響を与えている．欧米での標準的な底質基準の与え方は

含有量に基づくものであり，溶出量を主体とした我が国

の基準とは基本的に異なる部分が多い．現在のところ，

我が国で底質の含有量による環境基準が設定されている

のはダイオキシン類のみであり，他に，水銀と PCB に対

して除去基準が含有量で設定されているにすぎない．こ

れらの結果，含有量から溶出量を推定する方法や，沿岸

海洋生物や生態系への影響判定に関する研究が近年欧米

で進展した一方で，我が国における関連研究は極めて少

ない． 

そこで本研究では，まず欧米を中心とした，OSPAR 条

約に関連した底質基準の考え方をレビューし，最新の成

果を整理するとともに，我が国の基準や基準のもとにな

る考え方との違いを明確にする．次に，含有量基準が設

定されたダイオキシン類と，海洋汚染防止法令に定めら

れている重金属類濃度を解析対象化学物質とし，我が国

の港湾域における底泥中化学物質の含有量の実態と底生

生物種の実態把握を目的とした調査 (国土交通省,2002) 

を行った結果を述べる．さらに，底泥中化学物質の潜在

的な生物影響を評価する基礎資料を得ることを目的とし，

底泥中の化学物質濃度や，粒径及び有機物量と底生生物

との関係について，現地観測結果を整理する．最後に，

欧米諸国を中心とした底質基準に関するレビュー調査の

結果，米国で提案されている ERL (effects range-low)と

ERM (effects range-median) (Long ら，1995) による生物影

響判定法が主流となりつつあることが明らかになったこ

とから，本手法を我が国の現地調査結果に適用し，底生

生物の生息に現状の汚染レベルが影響を与えているかど

うかについて考察する． 

 

2.各国の底質ガイドラインの考え方 

 

2-1 海外における底質ガイドラインの考え方 

(1)ガイドラインの考え方 

各種の底質ガイドライン（基準）は次のような考え方

で定められている． 

①人の健康の保護という視点も入っているとは考えら

れるものの，主として底生生物，底生生態系の保全を

目的としている． 

②底質中の有害化学物質濃度と生物の生息状況，その

底質を用いた生物試験結果等のデータベースを処理し
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て基準化している事例が多い． 

③多くの場合，下位基準と上位基準(ERLとERM，TEL

とPELなど．Tier方式)を設けており，上位基準を上回る

場合は更なる調査研究や対策を実施する等，具体的な

行動につなげている． 

④これら以外に，equilibrium partitioning method (EqP；

「平衡分配法」という)を用いて基準を決めている例が

ある．この場合，水質基準と同等の間隙水濃度から，

それと平衡になる底質固形相の濃度を決めている． 

なお，諸外国（オランダ，英国，米国，香港，オース

トラリア，ベルギー）における底質に関する環境基準設

定の考え方と，OSPAR条約に係る底質ガイドライン値に

ついて付録Aに整理している． 

(2) 底泥中の化学物質含有量と生物影響に関する考え

方(ERM・ERLなど)と適用事例 

個々の化学物質について，底泥中の含有量からその生

物影響を判定する手法としては様々なものが提案されて

いる．まず，Longら(1995)及びLongら(1998)は，平衡分

配モデルによる推算値や生物試験による実験値，及び海

洋や河口現地底質での底生生物と化学物質濃度の関係に

関するデータベース(biological effects database for 

sediments, BEDS)を作成し，さまざまな化学物質に対して

影響度の異なる2つのガイドライン値 (effects range-low 

(ERL) と effects range - median ( ERM) ) を導出した(表-

１)．ガイドライン値の設定は，ERL，ERM濃度におけ

る生物へ悪影響とその発生頻度により定義している．何

らかの悪影響があるとした報告例のうち低濃度側から10

パーセンタイル値の濃度をERL，50パーセンタイル値の

濃度をERMとし，ERL以下の濃度は最小影響範囲

minimal-effects range，ERL以上ERM未満の濃度は潜在影

響範囲possible-effects range，ERM以上の濃度は確実な影

響範囲probable-effects rangeとした(図-１)． 

また，生物影響の発生率を，（影響が観察された数÷全

観測結果の数）として，それぞれの3つの濃度範囲内で求

めた．この手法は底質評価に信頼性のあるガイドライン

値を提供するものであり，カナダの国家底質ガイドライ

ン，及びフロリダ州の底質ガイドライン開発の基礎とし

て利用されているほか，ロサンゼルス・ロングビーチ港

で適用されている． 

MacDonald ら(1996)は，ERL・ERM とは異なる手法を

提案している．ERL・ERM の設定には生物に無影響であ

ったという濃度データは使っていないが，ここではそれ

を活用し，a threshold effects level (TEL)と a probable effects 

level (PEL) の値を設定し，これらの濃度との大小関係に

よって，生物への影響度がまれな濃度範囲，ときどき生

じる範囲，しばしば生じる範囲の３段階に区分している．  

さらに，Hyland ら(2003)は，米国東海岸及びメキシコ

湾岸の 1,389 地点の底質及び底生生物データを基に，底

生生物群集への影響を評価する経験的な枠組みを構築す

る目的で，これらの調査データと既存のガイドライン値 

(ERM や PEL 値を含む)を比較検討している． 

米国以外でも，この手法を採用する動向が最近みられ

る ． 英 国 は Long ら (1995) に よ る Effect Range 手 法

(ERL/ERM)を英国の底質データと照合した上で適用する

動きがあり，これを含めて現在，様々な検討が行われて

いる． 

オーストラリア・ニュージーランドでは，環境保全委

員会により暫定的底質値 (ISQV-lowまたはhigh) のガイド

ライン値が定められている．このガイドライン値は，基

本的にはLongら(1995)に示されたERL/ERM手法による数

値を用いている． 

 なお，各国の底質ガイドラインについて，その考え方

や意図，データ源などを付録Bに整理した． 

 

表-1 底質ガイドライン値(ERLとERM)，Longら(1995) 

化学物質 ERL(mg/kg) ERM(mg/g) ＜ERL% ERL%-ERM% ＞ERM%
砒素 8.2 70 5 11.1 63
カドミウム 1.2 9.6 6.6 36.6 65.7
クロム 81 370 2.9 21.1 95
銅 34 270 9.4 29.1 83.7
鉛 46.7 218 8 35.8 90.2
水銀 0.15 0.71 8.3 23.5 42.3
ニッケル 20.9 51.6 1.9 16.7 16.9
銀 1 3.7 2.6 32.3 92.8
亜鉛 150 410 6.1 47 69.8

ガイドライン値 生物学的影響の発生率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 ERLとERMの概念図（TBTの例），Cardwellら(1999) 

 

 

急性毒性低濃度で毒性影響がある生物を順番並べ
て，低濃度側から10%の点をERL,５０％に
点をERMとする．
例：低濃度側から100個並べて，10番目の
点が，ERLとなる．

50% ERM(中央値）

10% ERL(下限値）

生物感受性曲線

縦軸：米国の海域に棲息する海洋生物種のうち，TBTの影響を受ける割合（％）

急性毒性低濃度で毒性影響がある生物を順番並べ
て，低濃度側から10%の点をERL,５０％に
点をERMとする．
例：低濃度側から100個並べて，10番目の
点が，ERLとなる．

50% ERM(中央値）

10% ERL(下限値）

生物感受性曲線

縦軸：米国の海域に棲息する海洋生物種のうち，TBTの影響を受ける割合（％）



- 6 - 

2.2 わが国の現状と浚渫土砂安全性評価の現状の整理 

底泥中の化学物質の調査がなされ，その環境影響の判

定が必要な場合の多くは，浚渫が計画される場合である．

浚渫土砂は我が国ではそのまま海洋投入される場合は少

なく，大部分が埋め立てなどを含めて有効利用されてい

るため，本節では特に浚渫土砂の有効利用を念頭に置き

ながら，わが国の基準に関する考え方の現状や課題につ

いて整理をする．まず，「浚渫土砂の有害化学物質に係る

安全性」を考える場合，大きく分けると次の 2 つに係る

安全性を検討することが必要となる． 

①有効利用した土砂に含有されていた有害化学物質が，

直接，あるいは溶出した後に海水を通して海洋生物に

移行・濃縮され，漁獲物を通じて人の健康に危険を及

ぼすことがないかどうか 

②同じく有害化学物質に，直接，あるいは溶出した海

水を通して海洋生物が暴露され，生態系に危険を及ぼ

すことがないかどうか 

わが国の法的仕組みでは，主として前者については，

水質環境基準並びにこれに基づく排水基準を遵守するこ

とで，定められた有害化学物質から人の健康を保護する

こととしている．しかしながら，水質環境基準の定める

濃度は元々が飲料水の基準であり，人が飲用にて直接摂

取する時の有害性を前提としたものである．浚渫土砂に

あっては，埋立場所への排出並びに海洋投入処分時に，

当該水域の水質環境基準を維持することを目的として，

「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第

五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金

属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」（昭和

48 年総令 6）にて，排出可否の判定基準が溶出量で定め

られている．また底質については，水銀と PCB について

魚介類の汚染を防止する（＝人の健康の保護）ことを目

的として，いわゆる「暫定除去基準」が行政指導の基準

として設けられている（昭和 50 年環水管第 119 号）．さ

らに，ダイオキシン類対策特別措置法に基づき，底質の

環境基準が定められている（平成 11 年環告第 68 号）． 

海洋生物・生態系への影響について，わが国では，水

生生物保全の観点から亜鉛を水質環境基準項目に，クロ

ロホルム，フェノール，ホルムアルデヒドを水質要監視

項目とした段階であり（平成 15 年中環審第 146 号答申，

同年 11 月 5 日環境省告示第 123 号），底質に関してはこ

のような観点からの基準は設けられていない． 

前出の海外の事例では，人の健康保護も間接的には入

っているはずではあるが，主として底生生物，底生生態

系の保全が前面に出ているように考えられる． 
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3. 調査方法 

 

3.1 調査対象港湾と地点 

現地採泥は，平成14年8月から9月にかけて実施した．

調査対象港湾は全国の53港湾，4開発保全航路，3湾域の

合計60港湾等であり，図-2に示す．各港湾における調査

地点数は，ダイオキシン類と物理試験(表-2)は，167地点，

重金属類，有機塩素化合物等の溶出・含有量試験(表-3)

及び底生生物分析は各70地点において調査を行った．調

査地点の選定は，基本的に浚渫予定区域，海洋投入場所，

覆砂，干潟，浅場造成の施工場所等とした(国土交通

省,2002)．  

 

3.2 試料採取 

採泥は船上からのスミス・マッキンタイヤ型採泥器に

よる海底表層泥の採取とし，試料が軟弱で採取できない

場合等はエクマン・バージ型採泥器を適宜使用するもの

とした． 

表層泥の採取は，底質調査法（環境庁水質保全局長通

達昭和50年10月環水管120号）に基づき各地点から3回採

取し，採取泥を均一に混合してダイオキシン類分析用，

重金属類等の溶出・含有量試験用及び物理試験用の試料

容器に分取して分析試料に供した． 

採泥の際には，現場観測項目（調査日時，天候，気温，

水温，水深，泥温，臭気，泥色，泥質）の観測を行った． 

底生生物（マクロベントス）試験に用いる試料も同様に，

1地点から3回採取し，採取した試料を目合い1 mmのフル

イで篩い分けを行い，ホルマリンで最終濃度が10％にな

るように固定した． 

生物の同定は，種レベルまで行うことにしたが，属レ

ベルにとどまったものもかなりあった．なお，生物試料

の同定者は，地点数，採泥範囲が全国にまたがるため，

複数で行った． 

 

3.3 底質の分析方法 

底質の分析項目はダイオキシン類と溶出量試験項目

（「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第

五条第一項に規定する埋め立て場所等に排出しようとす

る金属等を含む廃棄物に係る判定基準」に定められた項

目），含有量試験項目（表-3），物理試験項目（粒度組成，

TOC（Total Organic Carbon：全有機炭素），TON（Total 

Organic nitrogen：全有機窒素），単位体積重量）及び底生

生物（種類数，種類別個体数，種類別湿重量）とした．

各調査項目における分析方法を表-2～表-3に示す． 

 

 

 

 

 

図-2 調査地点図 

 

 

 

表-2 物理試験の分析方法 

項目 分析方法 

粒度組成 JIS A1204 (1990) 
TOC 「沿岸環境調査マニュアル（底質・生物篇）」

5.5.1 
TON 「沿岸環境調査マニュアル（底質・生物篇）」

5.5.1 
単位体積重量 JGS 0191 
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表-3 含有量試験の分析方法 

 

4. 調査結果 

 

4.1 港湾底泥の化学物質の濃度レベル 

採泥時に，臭気，粒度組成を調べた結果，臭気は167地

点中87地点では，無臭であり，65地点ついては，硫化水

素臭がした．その他は，泥臭，下水臭が観察された．粒

度組成は，シルトが一番多く観察された．ついで，砂混

じりシルト，シルト混じり砂の順番に多かった． 

全国の港湾域底泥中のダイオキシン類，重金属類およ

びPCB類，TOC，TON各項目の濃度について，最小値，最

大値，それぞれ全検体数中の頻度分布の10%値，50%値，

90%値を表-4に示す． 

TOCは，底泥の有機物汚濁の程度を判断する指標とし

て用いられる．測定値は，最小値0.6 mg/g～最大値50.8 

mg/gの間で，50％値は13.2 mg/gであった．TONは，最小

値0.1 mg/g～最大値3.4 mg/gの間であった． 

ダイオキシン類については，測定値は0.03 pg-TEQ/g～

55 pg-TEQ/gの間で，環境基準値150 pg-TEQ/gを超過した

港湾は存在しなかった．これは，今回の調査が浚渫を予

定している海域などを対象としており，局所的に汚染の

進んだ地点を採泥点としていないためである． 

重金属類では，六価クロムの濃度が低いがこれは底質

中でこの元素の主要な存在形態ではないためで「クロム 

又はその化合物」では高い港湾があった．その他の物質

では，50%値が10%値の2～3倍，90%値が50%値のやはり2～

3倍となる元素が多かった．一方PCBは，最大値0.39 mg/g，

50%値が0.01 mg/gであった．最大濃度が90%値よりも一桁

以上大きかったのは水銀及びPCBであり，特定の港湾に汚

染が集中していた． 

 

4.2 底泥の性状と底生生物の関係 

(1) 有機物量と底生生物湿重量及び種類数の関係 

底泥中のTOCと底生生物湿重量及び種類数の関係を，

図-3，図-4に示す．底生生物湿重量の調査結果をみると，

TOCが0～20 mg/gの間は，TOCが増加するとその環境で棲

息し得る底生生物量が増加する傾向にあるが，TOCが20 

mg/g程度以上では，逆に減少傾向であった．TOCが20mg/g

より低い領域の場合は，有機物を餌とする底生生物が増

加する特性があることが推定される．TOCが20mg/g以上

の場合は，底質がヘドロ化し，かつ還元化し，底生生物

の棲息に好ましくない状況にあることから，底生生物湿

重量が減少していると考えられる． 

一方，底生生物種類数で評価すると，TOCが高くなる

につれてその環境で棲息し得る種類数の上限は減少する

傾向にあった．このように，有機物含有量が小さいほど，

底生生物叢の多様性が期待されるが，生物量は多少の有

機物を含んだ方が多くなると解釈することができ，底生

生物の湿重量と種類数とでは，TOC濃度依存性が明確に

異なっていた． 

(2) 有機物量とグループ分けした底生生物との関係 

底生生物は，存在する海域や種類によって化学物質に

対する毒性影響の範囲が異なる．そこで，底生生物の種

項目 分析方法 

水銀又はその化合物 底質調査方法Ⅱ.5.1 
PCB 底質調査方法Ⅱ.15 
アルキル水銀化合物 底質調査方法Ⅱ.5.2 
カドミウム又はその化

合物 
底質調査方法Ⅱ.6 

鉛又はその化合物 底質調査方法Ⅱ.7 
有機りん化合物 前処理後，環告 64 号付表 1 に準ずる方法

六価クロム化合物 底質調査方法Ⅱ.12.3 
ひ素又はその化合物 底質調査方法Ⅱ.13 
シアン化合物 底質調査方法Ⅱ.14 
銅又はその化合物 底質調査方法Ⅱ.8 
亜鉛又はその化合物 底質調査方法Ⅱ.9 
ふっ化物 前処理後，JIS K 0102(1998)34 に準ずる方

法 

トリクロロエチレン JIS K 0125(1995)5.1,5.2 に準ずる方法

テトラクロロエチレン JIS K 0125(1995)5.1,5.2 に準ずる方法

ベリリウム又はその化

合物 
前処理後，昭和 48 年 2 月 17 日環境庁告示

第 13 号 別表 7 に準ずる方法 

クロム又はその化合物 底質調査方法Ⅱ.12.1 
ニッケル又はその化合

物 
JIS K 0102(1998)59 に準ずる方法 

バナジウム又はその化

合物 
JIS K 0102(1998)70 に準ずる方法 

ジクロロメタン JIS K 0125(1995)5.1,5.2 に準ずる方法

四塩化炭素 JIS K 0125(1995)5.1,5.2 に準ずる方法

1,2-ジクロロエタン JIS K 0125(1995)5.1,5.2 に準ずる方法

1,1-ジクロロエチレン JIS K 0125(1995)5.1,5.2 に準ずる方法

シス-1,2-ジクロロエチ

レン 
JIS K 0125(1995)5.1,5.2 に準ずる方法

1,1,1-トリクロロエタ

ン 
JIS K 0125(1995)5.1,5.2 に準ずる方法

1,1,2-トリクロロエタ

ン 
JIS K 0125(1995)5.1,5.2 に準ずる方法

1,3-ジクロロプロペン 環告第 59 号 付表 4 に準ずる方法 
チウラム 環告第 59 号 付表 5に準ずる方法 

シマジン 環告第 59 号 付表 5 に準ずる方法 
チオベンカルブ JIS K 0125(1995)5.1,5.2 に準ずる方法

ベンゼン JIS K 0102(1998)67 に準ずる方法 
セレン又はその化合物 JIS K 0102(1998)67に準ずる方法 

ダイオキシン類 ダイオキシン類に係る底質調査測定マニ

ュアル（平成 12 年 3 月環境庁） 
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表-4 港湾底泥の化学物質の濃度レベル 

 

表-5(a) グループ分けした我が国の底生生物一覧 
Ampelisca brevicornis Ampelisca miharaensis Ampelisca spp. Amphiura aestuarii Apistobranchus ornatus 

Armandia sp. Athanas sp. Balcis sp. Diopatra bilobata Diopatra sugokai 

Diplocirrus sp. Echinocardium cordatum Gammaropsis sp. Macoma incongrua Macoma praetexta 

Macoma tokyoensis Magelona japonica Magelona sp. Musculus japonica Musculus senhousia 

Owenia fusiformis Phoronis sp. Photis sp. Polyophthalmus sp. Pontocrates altamarinus 

Ringiculina doliaris Sabellaria ishikawai Sabellaria sp. Scoloplos sp. Siphonoecetes sp. 

Sipuncula sp. Solen dunkerianus Solen roseomaculatus Synchelidium sp. Terebellidae sp. 

Ⅰ 

Terebellides horikoshii Terebellides kobei Terebellides sp. Turbonilla sp. Urothoe sp. 

Anaitides sp. Chone sp. Chone teres Eteone sp. Eumida sp. 

Eunice indica Eunice sp. Glycera americana Glycera chirori Glycera sp. 

Glycinde sp. Gyptis lobata Gyptis sp. Harmothoe imbricata Lepidonotus sp. 

Lumbrineris longifolia Lumbrineris sp. Nephtys oligobranchia Nephtys polybranchia Nephtys sp. 

Odostomia sp. Ophiodromus sp. Ophiura kinbergi Philine argentata Sthenelais boa 

Ⅱ 

Sthenelais mitsuii         

Aonides oxycephala Aonides sp. Corophium sinensis Corophium sp. Crepidula onyx 

Heteromastus sp. Mediomastus sp. Mytilus edulis Notomastus sp. Scalibregma inflatum 

Scolelepis sp. Spiochaetopterus costarum Spiochaetopterus sp. Spiophanes bombyx Spiophanes kroeyeri 
Ⅲ 

Sternaspis scutata         

Chaetozone setosa Chaetozone sp. Cirriformia spp. Cirriformia tentaculata Polydora sp. 

Prionospio (Minuspio) 
l h

Prionospio bocki Prionospio ehlersi Prionospio krusadensis Prionospio membranacea 

Prionospio paradisea Prionospio pulchra Prionospio sexoculata Prionospio sp. Prionospio(Aquilaspio) 
l t

Ⅳ 

Prionospio(Minuspio) 
pulchra 

Prionospio(Prionospio) 
ehlersi 

Prionospio(Prionospio) sp.
Pseudopolydora sp. 

Ⅴ           

*1 属レベルまで同定されていない北海道と北陸，また底生生物の数が極端に少ない沖縄，底生生物が存在しなかった八戸港と宇部港を

除く 50 港湾の底生生物を対象とした． 

*2 文献の生物と属レベルであっている生物（種レベルでは違う可能性のある生物）は同じ汚濁耐性を持つと考えた． 

単位 最小値 10%値 50%値 90%値 最大値 検体数

ダイオキシン類 pg-TEQ/g-dry 0.032 0.91 5.3 20 55 165
TOC mg/g 0.6 2.64 13.2 27.2 50.8 163
TON mg/g 0.1 0.367 1.4 2.4 3.4 142

単位 最小値 10%値 50%値 90%値 最大値 検体数

水銀又はその化合物 mg/kg 0.01 0.02 0.09 0.4 5 70
PCB mg/kg 0.003 0.005 0.01 0.019 0.39 70
カドミウム又はその化合物 mg/kg 0.1 0.08 0.2 0.6 6.9 70
鉛又はその化合物 mg/kg 2.7 6 17.4 38 183 70
六価クロム化合物 mg/kg 0.2 0.2 0.5 2 2 70
ひ素又はその化合物 mg/kg 1.4 3 7.1 21 34 70
シアン化合物 mg/kg 0.01 0.01 0.5 0.5 0.7 70
銅又はその化合物 mg/kg 2 8.4 27 57 137 70
亜鉛又はその化合物 mg/kg 25.1 45 117 230 943 70
ベリリウム又はその化合物 mg/kg 0.5 0.7 1.2 5 5 70
クロム又はその化合物 mg/kg 8 21 42 150 410 70
ニッケル又はその化合物 mg/kg 4.4 8 19.3 39.6 84 70
バナジウム又はその化合物 mg/kg 0.5 3.6 46 93 190 70
セレン又はその化合物 mg/kg 0.1 0.1 0.2 1 1 70

物質名称

物質名称
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表-5(b) グループ分けした我が国の底生生物一覧 

 

Actiniaria Aglaophamus sinensis Alpheus japonicus Alpheus rapax Alpheus sp. 

Alvenius ojianus Ampharetidae Ampharetinae Amphioplus japonicus Amphiporus sp. 

Amphithoidae sp. Amphiuridae Anomura sp. Aoroides sp. Arminidae 

Asabellides sp. Ascidiacea sp. Asthenognathus 
i i

Asthenothaerus sematana Asychis pigmentata 

Axinopsida 
subquadrata 

Balanoglossida Balanus eburneus Bhawania goodei Brada villosa 

Branchiostoma 
belcherii 

Byblis japonicus 
Callista chinensis Capitellidae 

Caprella penantis 

Cephalothrichidae Cerapus tubularis Cerianthidae Chaetopteridae Cirolanidae sp. 

Cirratulidae Corophiidae Cossura duplex Cossura sp. Ctenoides sp. 

Cumacea Cycloleberis sp. Cylichnidae Cypridina hilgendorfii Cypridinidae 

Dentaliidae Dorvilleidae Edwardsiidae Ehlersia cornuta Enteropneusta 

Eohaustorius sp. Ericthonius pugnax Euchone sp. Euclymeninae Eusyllinae sp. 

Flabelligeridae Foraminiferida Fulvia hungerfordi Fulvia mutica Fulvia undatopicta 

Genetyllis sp. Glassaulax didyma  Glycydonta marica Gobiidae sp. Golfingia sp 

Halimede fragifer Haploscoloplos sp. Harmothoe sp. Harmothoinae Hemipodus yenourensis

Hesionidae Heterocuma sp. Heteronemertini Heteroplax nagasakiensis Hexapus anfractus 

Hexapus sexpes Holothuroidea Hoplonemertini Hydroides fusicola Idoteidae 

Ischyroceridae sp. Lagis bocki Laternula anatina Leitposcoloplos pugettensis Leonnates sp. 

Lepidasthenia 
ohshimai 

Lepidepecreum vitjazi Leptochela pugnax Leptochela sp. Lineidae 

Loimia sp. Lysilla sp. Mactra crossei Maldanidae sp. Melita sp. 

Metapenaeopsis sp. Metapenaeus sp. Moerella jedoensis Moerella nishimurai Monia umbonata 

Musculista senhousia Mysidae Naticidae sp. Nebalia japonensis Nectoneanthes latipoda

Nemertinea sp. Nereidae Nicolea sp. Ninoe japonica Nippopisella nagatai 

Nitidotellina minuta Nitidotellina nitidula Nursia sp. Ogyrides orientalis Oliva mustelina 

Ophiuroidea sp. Oratosquilla oratoria Palaeonemertini Paphia undulata Paralacydonia paradoxa

Paranthura sp. 
Paraonidae 

Paraonides nipponica Paraprionospio sp. Type A 
Paraprionospio sp. 
Type B 

Paraprionospio sp. 
Type C1 Pectinariidae 

Penaeidae 
Perna viridis 

Petrasma japonica 

Petrasma pusilla Petricolidae Philinidae Philinidae Pholadidae sp. 

Phoxocephalidae Phyllodocidae Pilargiidae Pillucina pisidium Pinnixa penultipedalis 

Pinnotheridae sp. Podocerus sp. Polycirrinae Polyclada Praxillella pacifica 

Praxillella 
t i

Praxillella sp. Ptychoderidae sp. Pycnogonida Raeta pulchellus 

Raeta rostralis Raetellops pulchella Raetellops pulchellus Reticunassa festiva Rissoidae 

Ruditapes 
philippinarum Sabellariidae Saccela confusa 

Scalptia stenomphala Schistomeringos sp. 

Schizaster lacunosus Scintilla sp. Scoletoma longifolia Sigalionidae Sigambra phuketensis 

Sigambra sp. Sigambra tentaculata Sipunculidae Spatangoida sp. Spionidae 

Squillidae Sthenolepis sp. Sthenolepis yhleni Stomatopoda sp. Sydaphera spengleriana

Synaptidae sp. Synelmis sp. Tharyx sp. Theora fragilis Theora lata 

Tiberia pulchella Tritodynamia horvathi Turridae Ulva sp. Veremolpa micra 

分類

できな

かっ

たも

の 

Vignadula atrata 

Virgularia sp. 
Xenophthalmus 
pinnotheroides 

Zeuxis castus Zeuxis succinctus 
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類と化学物質に対する影響を把握するために，本調査で観

測した底生生物種を，A.Borja et.al., (2000) らによる分類に

従い汚染に対する影響別に表-5 に示した．図－5(a)～(c)

に底質の TOC と，各グループに分類された底生生物種類数

を示している． 

グループⅠに分類した底生生物種類数と，TOC の関係で

は，TOC が 10 mg/g 以上では，4 種類以上の底生生物が存在

する例はなかった．グループⅡでも，TOC の増加に従い，

棲息し得る底生生物の種類数の上限は，緩やかに減少して

いた． 

グループⅢ，Ⅳ，Ⅴは，汚染に強い種で構成され，多毛

類，沈積物食動物などが分類されている．底生生物種類数

と TOC の関係は，このグループでは，はっきりしなかった．

すなわち，日本の沿岸域に棲息していた底生生物の場合で

も，汚染に敏感である底生生物種が存在できるかどうかは，

TOC 含有量に依存しているが，汚染に対して感受性の低い

と分類された生物は TOC 含有量に関係なかった．ここで用

いたグループ分けは，欧州に棲息している底生生物種をも

とに行われたものであり，今回の調査で存在が確認された

底生生物のうち，かなりのものは，ここで用いたグループ

には，分類できなかった． 

(3)中央粒径と底生生物湿重量及び種類数の関係 

d50（中央粒径）と底生生物湿重量の関係を，図－6 に示

す．底生生物湿重量は，中央粒径が大きくなるに従い，底

生生物湿重量が減少する傾向があった．ただし，中央粒径

が，0.05 mm 以下の細かい底質では，極端に生物量の少ない

地点が多くあった． 

図－7 には，d50（中央粒径）と底生生物種類数の関係を

示す．底生生物種類数は，中央粒径が大きくなるに従い種

類数がやや増加する傾向にあったが，中央粒径 0.45(mm)付

近の 2 地点では，種類数が他と比べて小さかった．底生生

物湿重量と，底生生物種類数とでは，中央粒径に対する傾

向が明確に異なっていた． 
 

 

 

 

0

100

200

300

400

0 20 40 60

TOC（㎎/g乾泥）

底
生

生
物

湿
重

量
（
ｇ
/
㎡

）

0

20

40

60

80

0 20 40 60

TOC（㎎/g乾泥）

底
生

生
物

種
類

数

図-3 TOC と底生生物湿重量 

図-4 TOC と底生生物種類数 



- 12 - 

 

グループⅠ

0

2

4

6

8

10

12

14

0 10 20 30 40 50 60

TOC(g/kg乾泥)

底
生

生
物

種
類

数

図-5(a) TOC とグループⅠに分類し

た底生生物種類数 

グループⅡ

0

2

4

6

8

10

12

14

0 10 20 30 40 50 60

TOC(g/kg乾泥)

底
生

生
物

種
類

数

図-5(b) TOC とグループⅡに分類し

た底生生物種類数 

グループⅢ＋Ⅳ＋Ⅴ

0

2

4

6

8

10

12

14

0 10 20 30 40 50 60

TOC(g/kg乾泥)

底
生

生
物

種
類

数

図-5(c) TOC とグループⅢ＋Ⅳ＋Ⅴ

に分類した底生生物種類数 

0

50

100

150

200

250

300

350

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

D50（mm）

底
生

生
物

湿
重

量
（
ｇ
/
㎡

）

図-6 中央粒径と底生生物湿重量 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

D50(mm)

底
生

生
物

種
類

数

図-7 中央粒径と底生生物種類数 



- 13 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8(b) 中央粒径とカドミウム濃度の関係
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図-8(d) 中央粒径と銅濃度の関係 

図-8(g) 中央粒径とニッケル濃度の関係
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図-8(c) 中央粒径とクロム濃度の関係 

図-8(e) 中央粒径と鉛濃度の関係 
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図-8(f) 中央粒径と水銀濃度の関係 

図-8(h) 中央粒径と亜鉛濃度の関係 
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図-8(a) 中央粒径と砒素濃度の関係 
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4.3 化学物質濃度に影響を与える因子 

(1) 中央粒径と化学物質濃度との関係 

図－8(a)～(g)に，それぞれ砒素，カドミウム，クロム，

銅，鉛，水銀，亜鉛，ニッケルの各濃度と中央粒径の関係

を示す．銅，亜鉛，鉛，ニッケル，カドミウムは，粒径

の増加に伴う濃度の低下が明確であった．一般的に中央

粒径が小さくなると単位重量あたりの表面積が大きくな

り，化学物質が吸着しやすくなるためであると考えられ

る．水銀は，汚染のある港湾が限定されているため，粒

径の変化に対して，濃度の減少幅は小さかった．砒素に

ついては，ばらつきがみられた．重金属類およびPCB濃度

とTOC濃度の間の相関係数を計算したところ，鉛がR2値

で0.19，亜鉛が0.25，ニッケルが0.27，PCBが0.28，銅が0.37

であり，これらの物質濃度とTOC濃度の間で正の弱い相

関があることがわかった．その他の物質は，TOCとの間

に関係が認められなかった． 

(2) 重金属類濃度と底生生物湿重量及び種類数の関係 

 重金属類濃度と，底生生物湿重量あるいは底生生物種

類数の間の関係を図-9(a)～(h)に示す．重金属濃度が高

い場合には，底生生物湿重量，底生生物種類数ともに小

さく，底生生物は豊かでなかった．底生生物の門別に分

類した影響では，軟体動物門，環形動物門，節足動物門

の3門で比較すると，節足動物門の生物が重金属類濃度に

対して敏感であった．水銀，カドミウムは2 mg/g以上，

鉛は50 mg/g以上，亜鉛は200 mg/g以上になると存在でき

る節足動物は殆どいなかった． 

 重金属類に対する影響としては，底生生物湿重量と底

生生物種類数とで指標としての優劣は明確でなかった． 

(3) ダイオキシン類濃度と有機物量及び粘土・シルト分

との関係 

ダイオキシン類濃度とTOCの関係を図-10に示し，ダイ

オキシン類濃度と粒径の関係を図-11に示す．調査結果か

ら，TOCが0 mg/gから40 mg/gの間は，TOCの濃度が増加

するほどダイオキシン類濃度が高くなる傾向にあった．

また，一般に粘土・シルト分が高い試料は，粒子の表面

積が大きくなるため，有害化学物質が吸着しやすい特徴

があることが知られているが，図-11より，粘土・シルト

分が80 %を超過した底泥は，ダイオキシン類濃度が20 

pg-TEQ/gを超えることが多く，粒子が細かいほど底泥中

のダイオキシン類濃度が高くなる傾向があった． 

(4) ダイオキシン類濃度と底生生物湿重量及び種類数

の関係 

ダイオキシン類濃度と底生生物湿重量の関係を図-12

に示し，ダイオキシン類濃度と底生生物種類数の関係を

図-13に示す．なお，ダイオキシン類濃度と底生生物を同

時に測定したのは70地点である．底生生物湿重量，底生

生物種類数ともに，ダイオキシン類濃度が高い場合には

生物棲息環境が貧弱になる傾向があった．特に，ダイオ

キシン類濃度が20 pg-TEQ/gを超過した場合，存在した底

生生物は二枚貝網，多毛類網，花虫網などであり，種類

数が少なかった．また，底生生物種類数の方が，底生生

物湿重量よりもダイオキシン類濃度に対して，敏感な指

標となった． 

 

4.4 重金属類元素間の相関 

元素間の相関を示す図を図-14，相関係数を表-6に示す．

亜鉛と鉛，亜鉛とカドミウム，亜鉛と銅，鉛と銅，鉛と

カドミウムの間には相関係数が0.7以上の高い相関があ

った． 

駒井ら (1998) は，瀬戸内海における堆積物中の重金

属相互の相関関係を調べたところ，カドミウム，鉛, 銅

及び亜鉛は分布の傾向が類似しておりよい相関関係があ

ったことを報告している．これらの物質は大阪湾・播磨

灘・広島湾・燧灘・周防灘・および別府湾で高濃度であ

り，重化学工業などの人為起源であると推定している．

逆にマンガンは他の重金属と相関が低いことを示した．

Uraseら(2006) は，都市近郊の底泥において，鉛や亜鉛の

濃度が高濃度になりやすいことを示しているが，本調査

結果も同様な傾向が見られた．特に亜鉛，鉛，銅は都市

流出を主体とした起源を有しているため，沿岸海域に排

出された後，底泥への堆積挙動が似ているものと考えら

れた． 

 

4.5 含有量と溶出量の関係 

図-15 (a)～(d)に示すように，重金属類（鉛，砒素）

の含有量と溶出量の分析値に明確な相関関係はなかった．

図中に，海防法の判定基準，水産用水基準，環境基準（健

康項目），ERL値，ERM値を直線及び破線で示している． 

溶出量の数値は，すべての試験項目について，検出限

界未満，あるいは海防法の判定基準値以下であった．水

産用水基準値を上回る溶出量となった検体はあるものの，

それらが必ずしもERM値を超過するような高い含有量を

示さなかった． 
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図-9(a) 水銀濃度と底生生物湿重量の関係 図-9(e) 水銀濃度と底生生物種類数の関係 

図-9(b)  カドミウム濃度と底生生物湿重量の関係 

図-9(c) 鉛濃度と底生生物湿重量の関係 

図-9(d) 亜鉛濃度と底生生物湿重量の関係 

図-9(f)  カドミウム濃度と底生生物種類数の関係 

図-9(g) 鉛濃度と底生生物種類数の関係 

図-9(h) 亜鉛濃度と底生生物種類数の関係 
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図-10 ダイオキシン類と TOC の関係 図-11 ダイオキシン類と粘土・シルト分の関係

図-12 ダイオキシン類と底生生物湿重量の関係 図-13 ダイオキシン類と底生生物種類数の関係 

図-14 重金属元素間の相関 

表-6 重金属元素間の相関係数 

砒素 カドミウム クロム 銅 鉛 水銀 ニッケル
カドミウム 0.431 －

クロム 0.518 0.580 －
銅 0.408 0.622 0.315 －
鉛 0.491 0.887 0.362 0.792 －

水銀 0.234 0.356 0.203 0.653 0.516 －
ニッケル 0.248 0.061 0.580 0.334 0.166 0.166 －

亜鉛 0.471 0.754 0.218 0.765 0.766 0.516 0.203
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図-15(a) 含有量と溶出量の関係（鉛） 
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図-15(b) 含有量と溶出量の関係（砒素） 
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図-15(c) 含有量と溶出量の関係（銅） 
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図-15(d) 含有量と溶出量の関係（亜鉛） 
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5.考察 

 

5.1 重金属類濃度と底生生物種類数の関係及びERL・ERM

による評価 

化学物質濃度に対する影響度を評価する指標として，

米国NOAAで作成されたERM，ERL値が底質ガイドライ

ンとして広く利用されている．そこで，日本の沿岸域の

底生生物の豊かさの指標を底生生物種類数とし，その種

類数を重金属類のERL，ERMと比較して，底生生物への

化学物質の影響度を判定した．  

図－16 (a)～（h）は，重金属類濃度（砒素，カドミウ

ム，クロム，銅，鉛，水銀，亜鉛，ニッケル）と，底生

生物種類数の関係を示している．図中に，重金属類のERL

値，ERM値を示し，化学物質に対する底生生物種類の影

響を比較した．重金属類濃度が高くなるにつれて，底生

生物種類数の上限が小さくなった． 

重金属濃度の底生生物叢への評価の方法として，生物

棲息域評価手法であるHEPのSI（島多ら，2005; 新保ら，

2000 ; 鈴木ら，2001; 新保ら，2001；浜本ら，2006；原

田ら, 2006）の考え方を導入する．SIでは，生物量を規定

する水質や底質などの環境因子と生物量の関係において，

着目した環境条件（例えば水温20℃）における生物量の

上限値は，その環境条件で決定されると仮定して，その

環境条件と生物量の関係が整理される．これと同様の手

法により，底生生物の種類数の上限値が重金属濃度で決

まると考えて，米国NOAAのガイドライン値のうち，ERL

値で50種類，ERM値で25種類となる直線を考え，両者の

間を直線的に結ぶように直線を描いたのが，図－15(a)

～（h）の直線である．これは，ERL値以下の濃度で悪影

響が報告されている事例は少数であることから，ERL値

以下では，底生生物種類数に重金属は影響を与えず，一

方，ERM値以上の濃度でしか影響が観察されない種も相

当いることから，ERM値において約半数の底生生物が存

在できるとの仮定に基づいている．この直線は当該金属

の影響を見積もるための直線であり，他の化学物質や溶

存酸素, 温度，粒径などの因子による棲息環境の制限に

より， 実際の種類数と重金属濃度の関係は，この直線の

下側にプロットされることが予想される．実際，図－16

から，この擬似SI直線は，いずれの重金属についても大

多数のデータを直線の下側へ包絡し，重金属濃度が種類

数の上限を決めるとの仮定に一定の妥当性があることが

示された． 

ERM以上の濃度が測定された重金属は，水銀（検体数

4/70），亜鉛（検体数3/70），ニッケル（検体数3/70），ク

ロム（検体数1/70）であった．底生生物の種類数と重金

属濃度のプロットは，ほとんどが直線の下側に位置して

いることから，ERM以上の濃度範囲では，底生生物叢に

影響を与えている可能性が高い．  

砒素の場合は，ERL8.2 mg/gを超過した地点から，40 

mg/gの範囲で，緩やかに底生生物種類数が制限されてい

るように図から判断される．カドミウムは，殆どの検体

がERL未満であるが，0.5 mg/gを超過すると棲息できる底

生生物種類は限定されていた．カドミウムの場合は，低

濃度であっても他の金属と比較すると，濃度に対する底

生生物種類の影響が強いと考えられる．クロムの場合は，

全体的に濃度が高くなるに従い，ERL以上ERM未満の範

囲で底生生物種類数のとり得る範囲の上限が減少した． 

銅の場合は，ERL以内の検体が大半を占め，ERL以上

ERM未満の検体では，銅濃度が増加するにつれて棲息し

得る底生生物種類は制限される傾向にあった．鉛の場合

は，全体的に濃度が高くなるに従い，底生生物種類数が

減少している傾向がある．ERL未満の濃度範囲でも，減

少傾向がみられた．水銀は，ERL未満の検体が大半であ

り，水銀濃度がERL以上の場合には，濃度の増加ととも

に，棲息できる種類数が減少している．亜鉛の場合は，

濃度が高くなるに従い，底生生物種類数のとり得る上限

が減少する傾向にあった．ニッケルは亜鉛と同様な傾向

を示していたが，ERM以上の濃度でも，底生生物種類数

が高い検体が存在していた． 

底生生物叢の豊かさに関する化学物質の影響の大まか

な評価が，この様なERL，ERMとの比較からも可能であ

ることが示されたと考えられる．さらに，ERL以上の濃

度範囲では，底生生物叢に重金属が悪影響を与えている

ことが示唆された． 

なお，ERL，ERMによる評価は北米海域での底生生物

及び底質に関するデータベース(BEDS)が基になってつ

くられている．欧州(Muchaら, 2003; Solisら, 2004)おいて

もERL，ERMによる評価の適用事例を示す報告例がある．

しかしながら，日本の沿岸海域においては独自の底生生

物叢を有するため，今後は我が国においても基礎となる

バイオアッセイの確立，それにもとづいた知見などを蓄

積した上で信頼性のあるデータベースを構築し，さらに

同様な手法の汎用性を検証する必要があると考えられる

(瀧ら,1998;中村,2006) ． 

 

5.2 重金属類の溶出量を生物影響の判定に用いる際の

課題 

含有量と底生生物種類数の関係に関するERMやERL

の指標値を用いた解析の結果からは，調査を実施したい

くつかの場所において，現状の重金属汚染が底生生物の
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図-16(a) 底生生物種類数の ERL,ERM と砒素濃度 図-16(e) 底生生物種類数の ERL,ERM と鉛濃度 

図-16(b) 底生生物種類数のERL,ERMとカドミウム濃度 図-16(f) 底生生物種類数の ERL,ERM と水銀濃度 

図-16(C) 底生生物種類数の ERL,ERM とクロム濃度 図-16 (g) 底生生物種類数の ERL,ERM とニッケル濃度

図-16 (d) 底生生物種類数の ERL,ERM と銅濃度 図-16 (h) 底生生物種類数の ERL,ERM と亜鉛濃度 
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棲息に何らかの影響を及ぼしていると考えられる．しか

しながら，分析結果にあるように，溶出量の値はすべて

の試験項目について海防法の基準値以下であった．した

がって，現行の海防法溶出量基準値を，堆積物（浚渫土

砂）の生物影響の判定に用いるには，限界があると考え

られる． 

もともと溶出量基準値は，浚渫土砂の埋め立て場所へ

の排出や海洋投入など，排出水が海水中で10倍以上希釈

されたものが水生生物に暴露されることを前提としてお

り，底生生物への影響を考慮して定められたものではな

い．魚介類の安全性を定めた水産用水基準値は，おおむ

ね海防法における溶出量基準値の約1／10の値(すなわち

水質の環境基準値の健康項目相当)が用いられている． 

図-17(a)～(d)は，鉛，砒素，銅，亜鉛について，それ

ぞれの溶出量と底生生物種類数の関係を示したものであ

る．いずれの物質についても，溶出量の増加に従って，

生息できる最大生物種類数が減少している傾向が認めら

れる．特に，環境基準値や水産用水基準値を超過した試

料がある鉛，砒素，亜鉛については，各物質の濃度が0近

傍（検出限界未満）において，生物種類数の最大値が約

50であることを考慮すると，それぞれの環境基準値ある

いは水産用水基準値以上の場合に，生息可能な生物種類

数が減少していると考えられる．しかしながら，含有量

と比較して，溶出量については検出限界以上の値が測定

された試料数が少ないため，現段階で統計的に十分な確

度で結論づけることは困難である． 

なお，本研究では底生生物の情報が不十分であったた

め，食性の違いによる化学物質の影響度の差，すなわち

直上水中の懸濁物を摂餌する懸濁物食性生物と，堆積物

（中の有機物）を摂餌する堆積物食性の生物との感受性

の差を調べることはできなかった．間隙水の暴露環境（化

学物質濃度）が同じであっても，堆積物に含有される有

機物を積極的に摂餌するかどうかによって，化学物質の

影響度が異なる可能性が考えられる．この点は，含有量

と溶出量の優位性を比較する際には重要な論点の一つで

あり，今後の研究課題である． 

以上のことを総合すると，化学物質の溶出量試験結果

を底生生物への影響判定に用いることに対しては，一定

の合理性はあると考えられるものの，含有量試験値を用

いた影響判定と比較して，現段階でどちらが優位である

かは決定できない．今後，より多くのデータを集積し，

生物影響の有無やその程度を確認する必要がある． 
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図-17(a) 溶出量と底生生物種類数の関係（鉛）
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図-17(c) 溶出量と底生生物種類数の関係（銅）
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図-17(d) 溶出量と底生生物種類数の関係（亜鉛）
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6.結論 

 

底泥中化学物質の潜在的な生物影響を評価するための

基礎資料を得ることを目的とし，港湾域の全国一斉底泥

中ダイオキシン類及び重金属類実態調査を行い，これら

の濃度と底生生物の関係を解析して，以下の結論を得た． 

（1）底生生物の湿重量と種類数それぞれについて，底泥

のTOCとの関係を調べた．TOCが増加するにつれてその

環境で棲息しうる種類数の上限は減少する傾向にあった．

一方，湿重量についてはTOC濃度によって傾向が異なり，

TOCが20 mg/g以下では棲息しうる底生生物量はTOCの

増加とともに増加する傾向にあったが，TOCが20 mg/g

以上ではTOCの増加とともに減少する傾向にあった． 

（2）ダイオキシン類については，底泥のTOC及びシル

ト・粘土分と正の相関関係があり，粒子が細かいほど底

泥中のダイオキシン類濃度が高くなった．また，ダイオ

キシン類濃度に対する底生生物の影響指標としては，底

生生物種類数の方が湿重量よりも敏感であった． 

（3）重金属類について，底泥のTOCとの相関を調べたと

ころ，鉛・亜鉛・ニッケル及び銅について，TOC濃度と

弱い相関関係が見られたが，他の元素については関係が

認められなかった． 

（4）重金属類について，元素間の相関を調べたところ，

亜鉛と鉛，亜鉛とカドミウム，亜鉛と銅，銅と鉛，鉛と

カドミウム間には相関係数が0.7以上の高い相関があっ

た．特に亜鉛，鉛，銅は都市流出等による起源を有して

おり，堆積挙動が類似しているためと考えられた． 

（5）底生生物の豊かさに対する化学物質濃度の影響を調

べるため，底生生物種類数を指標として，重金属に対し

て，既存のERM及びERLによる底質ガイドライン値と測

定結果を比較した．頻繁に悪影響の発生頻度がみられる

とされる水銀，亜鉛，ニッケルあるいはクロムについて

ERM値を超過した底泥が存在した． 

（6）生物棲息域評価手法であるHEPのSIと同様の手法に

より，底生生物の種類数と重金属濃度の関係を解析した．

ERL値以下で種類数が最大値，ERM値で種類数が半分と

なるSIを決めたところ，SI直線は，いずれの重金属につ

いても大多数のデータを包絡することが示された． 

（7）以上のことから，現状の重金属濃度においても生物

の棲息種類数に影響が現れている港湾域があることが示

唆された．逆に言えばERL値程度より重金属含有量が少

ないならば，生物種類数は重金属によって明確に制限さ

れているとは言えず，そのレベルの重金属を含む土砂の

有効利用が生物への影響を最小限にして可能と考えられ

る． 

(8)現地調査結果から，溶出量と含有量の間には明確な

関係はなかった．  

(9) 水産用水基準値は，おおむね海防法における溶出量

基準値の約1／10の値が用いられている．海防法の溶出量

基準値は，浚渫土砂の埋め立て場所への排出や海洋投入

など，排出水が海水中で10倍以上希釈されたものが水生

生物に暴露されることを前提としていることから，底質

に棲息するような生物への影響の判定に用いるには水産

用水基準値の方がより適合性が高いと考えられる．しか

しながら，いずれの基準も，堆積物食性生物への摂餌を

通した生物濃縮過程や生物影響度は，直接考慮されてい

ない． 

(10)以上のことを総合すると，化学物質の溶出量試験結

果だけで生物への影響判定を推定することには，限界が

あり，含有量基準をさらに積極的に規制の枠組みに位置

づけることが必要であると考えられる． 

 

7. あとがき 

 

日本の沿岸海域における底生生物を対象としたバイオ

アッセイなどを蓄積した上で信頼性のあるデータベース

を構築する必要がある．さらにERL,ERMによる評価手法

の汎用性を検証するため，化学物質の汚染レベルの高い

港湾で現地調査を行い，底生生物に対する化学物質の影

響評価手法の適用性を確認することが望ましい．近年，

干潟・浅場造成に浚渫土砂を積極的に利用することが求

められ，生物生息場への浚渫土砂の利用促進を図る必要

がある．従って，化学物質管理の観点から底質の安全性

評価手法を検証する研究を進めておくことが，浚渫土砂

の有効利用を検討する際にも重要であると考えている． 
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付録 A 諸外国における底質に関する環境基準設定の

考え方の整理 

 

A．1 オランダ 

オランダにおける底質ガイドライン(SQG)値の考え方

は，これを超えている場合には容認しがたいリスクがあ

るとする「上限値」と，これを下回っていればリスクは

無視できるとする「下限値」で構成される．上限値は

Maximum Permissible Concentration(MPC；最大許容濃度)

と呼ばれ，下限値はNegligible Concentrationと呼ばれてい

る．下限値以上であってもMPC以下の場合には，生態系に

重大な影響は生じないとしており，MPCの濃度は95%の

種が悪影響を受けないレベルに設定されている．下限値

は，MPCに安全係数1/100を掛けた値としているが，実際に

は複合汚染の問題やバックグラウンド濃度を加味して定

められているため，MPCの1/100となっている例はない． 

底質ガイドライン値としてのMPCは，水質のMPC（慢

性毒性試験結果から推定）を用いて， Equilibrium 

Partitioning (EqP) *により変換される．しかし，その際に

以下のような仮定が含まれており，特に中性有機物以外

には当てはまらないことも多い． 

• 生物は間隙水のみを通じて化学物質に暴露 

• 汚染物質濃度は平衡状態である 

• 分配係数と一つの相の濃度から，様々な濃度を計算

することができる 

• 堆積物中の汚染物質は，間隙水を通じてのみ底生生

物に影響を及ぼす 

• 安全な水質水準濃度は底生埋在生物にも適用できる 

• 堆積物中の有機炭素含有量が最も適切な正規化方法

である 

 

A．2 英国 

英国では，浚渫物の海洋投棄に係る行動レベルのため，

限定された化学物質について基準が設けられている．行

動レベルの設定方法は以下の２つを合わせたものである． 

• Equilibrium Partitioning (EqP) 法に基づくもの．オラン

ダの項でも述べたように，この方法の場合には多くの

不確実な仮定を置かなければならないので，英国では

これを補うため，エキスパートジャッジメントにより

自然のバックグラウンド濃度等を考慮している． 

• タスクチームが英国周辺のデータ並びにGarroch 

Head disposal siteの５年間の調査データから検討．平衡

状態に達した底質の変化は限られている，もしくは無

いことを前提として，平均値から標準誤算の2倍離れた

濃度を警告レベル，3倍離れた濃度を行動レベルとして

いる． 

現在の有機炭素濃度を1%とした時の行動レベルは，

Long and Morgan (1990) の導出したEffect Range-Lowと近

い値である．英国では，行動レベルを「適／不適」を区

分するために用いるというよりは，環境データを解釈し，

これを超えている場合には更なる調査や評価を実施する

ためのトリガーとして使われている． 

 

A．3 米国 

米国では，底質ガイドラインがさらなる調査やリスク

アセスメントの必要性を査定するためのツールとして使

われるが，米国内にもガイドライン値を導出するための

様々な手法があり，統一された手法・方法論は採用され

ていない．このため，国で統一されたガイドラインは存

在しておらず，それぞれのガイドラインも法的に拘束で

きる規制基準ではない． 

米国では，1992年水資源開発法 (The Water Resources 

Development Act (WRDA) of 1992) に基づいて，米国環境

保護庁 (EPA) が国家海洋大気局 (NOAA) と米国陸軍工

兵隊 (USACE) と協力して，内水面と沿岸の底質の状態

を取りまとめて報告することになっている．この報告書

は，最近のものでは2004年にまとめられ，"The Incidence 

and Severity of Sediment Contamination in Surface Waters of 

the United States - National Sediment Quality Survey ; Second 

Edition - "として刊行されている． 

この中でEPAは，全米19,398地点の底質データを整理し，

水生生物及び人の健康に悪影響を及ぼす可能性が大きい 

(Tier 1)，水生生物及び人の健康に悪影響を及ぼす可能性

がある (Tier 2)，悪影響を及ぼすデータはみられない．

(Tier 3) の3段階で調査地点を区分した．この際，区分に

用いられた指標は付表-1に示すとおりであり，多種多様

な尺度を複合させて底質の評価（＝区分）を行っている

ことがわかる． 

区分を決定するために用いているデータは，底質中の

化学物質濃度(含有量)，生体濃度（体内濃度），毒性試験

結果であり，付表A-1にあるように，複数の尺度が「また

は (or)」で扱われることになっている．EPAは，National 

Sediment Inventory (NSI) に登録された様々な機関が実施

したデータを解析し，この表の基準にしたがって区分し

ている．NSIにはその地点の濃度，生体濃度，毒性試験結

果が登録されることになっているので，基本的に付表-1

に沿った区分が可能である． 

一方，米国海洋大気庁 (NOAA) は，海洋の多くのモニ

タリングデータからEffects Range Low 及びEffects Range 

Median (ERL/ERM) 法によるSQGを導出している． 
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この他，Apparent Effects Threshold (AET) 法も多く用い

られており，代表的な事例がワシントン州のPuget Sound

での適用である．AETは，これより上は定められたエン

ドポイントに関して，（危険率5%で）悪影響が常に観測さ

れる濃度を意味する．これを求めるためには，毒性，及

び，底生生物群集エンドポイントに関して，堆積物中の

化学成分と影響データとが対になった多数のデータが必

要である. 

さらに，NOAAはフロリダ，メキシコ湾，カリフォルニ

ア，ニューヨークの底質観測データから，33の化学物質

（9つの微量金属，PCBs，13のPAH，3群のPAH（低分子，

高分子，全PAH），6つの農薬，全DDT）についてThreshold 

Effects Level (TEL)及びProbable Effects Leve (PEL) を開発

している．TELは，これより下であれば影響はまれ（ERL

と同様の定義）である濃度レベルで，何らかの生物影響

が認められたデータの15%タイル値と影響が認められな

かったデータの50%タイル値の幾何平均である．PELは，

これより上であれば影響が頻繁（ERMと同様の定義）で

ある濃度レベルで，何らかの生物影響が認められたデー

タの50%タイル値と影響が認められなかったデータの

85%タイル値の幾何平均である．  

 

A．4 カナダ 

カナダでは，元々米国NOAAによるNational Status and 

Trends Programme (NSTP手法)のデータから導出された

SQGを用いていたが， Spiked Sediment Toxicity Test 

(SSTT)*によって更新が重ねられてきた．現在では暫定ガ

イドライン (Interim Sediment Quality Guideline) として

TEL/PEL法 (ERL/ERMよりも幅広い研究により導出され

たため)によるSQGが，NSTP及びSpiked Sediment Toxicity 

Test (SSTT)のデータに基づいて利用されている．現在，カ

ナダ環境省及び環境閣僚会議により，さらなる更新の実

現可能性が検討されている． 

 

A．5 香港 

Chapmanら (1999) と香港環境保護省とが共同で開発

した暫定的な底質値(ISQV)が定められている．これは，

浚渫物の海洋投棄に係る行動レベルを示すものであり，

全ての項目で下限値以下であれば海洋投棄に適している

と判断されるが，下限値と上限値の間にある場合には生

物試験を行って，致死性／亜致死性の毒性がないことを

確かめる必要がある． 

ISQVは，基本的にはEqPの計算とAETを含むLong ら

(1995)の方法を組み合わせて導出されたとされているが，

実際には，ISQV設定当時の下限値(ISQV-low)はLong et al. 

(1995)のERL，上限値(ISQV-high)はERMと同等なものであ

ると考えられた．現在では，実際に浚渫事業で適用され

るSQGはERL/ERMに基づき定められており，the lower 

chemical exceedance level(LCEL)及び the upper chemical 

exceedance level(UCEL)と呼ばれている (SETAC, 2005) ． 

 

A．6 オーストラリアとニュージーランド 

オーストラリアとニュージーランドでは，オーストラ

リア・ニュージーランド環境保全委員会 (ANZECC) より

暫定的底質値 (ISQV-lowまたはhigh) のガイドライン値

が定められている．このガイドライン値は，基本的には

Longら(1995)に示されたERL/ERM手法による数値を用い

ている． 

 

A．7 ベルギー 

ベルギーでは，底質は対照値 (reference value) の比較に

基づき評価されることになっている．したがって，この

対照値がSQGに相当する．過去の生態系調査から，比較

的かく乱されておらず，生態系としての質が高いとされ，

1994年から調査されていた5地点の底質が対照値として

採用された．また1999年からは，底生生物群集評価と毒

性試験の結果から選ばれた新規12地点の結果を用いて，

対照値が再設定されている．
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付表A-1 米国EPAが底質の区分に用いている尺度 

区分を決定するために用いたデータ 測点 

区分 底質化学物質 生体濃度 毒性試験 

Tier１ 化学物質濃度が最終また二次急性毒性

値(FAV または SAV)から導かれた平衡

分配底質指針(ESG)案を超えている．

 または 

[SEM](Cd，Cu，Ni，Pb，Zn，Ag の

1/2 のモル濃度の合計)から[AVS]を引

いた値が 5 を超える． 

 LogKow≥5.5 の化学物質の生体濃

度が EPA の発ガンリスク基準 10-5

を超える，HQ の 1 を超える，FDA
の耐性/行動/指針を超える． 

 ひとつの固相底質試験

が示す結果が，(1)生残

率で対照の 75%未満，

(2) 淡 水 動 物 (Hyalella 
azteca)の体長が対照の

90%未満，(3) 淡水動物

(Hyalella azteca 他)の体

重が対照の 70%未満 
 または 

対数相関モデルを用いた予測毒性率が

その場所の全試料で 0.5 以上． 

ま

た

は

 ま

た

は

 または 

FAV から導かれた PAH ESG 毒性単位

の合計が 1 を超える． 

   

または 
どの試料も，少なくと

も 2 種を用いた毒性試

験で下記 Tier 2 で示し

たベンチマークに合致

する． 
 または 

化学物質の TBP が EPA の発ガンリス

ク基準 10-4を超える，若しくは非ガン

のハザード指数(HQ)の 10 を超える．

    

 Log Kow<5.5 の化学物質の TBP が EPA
の発ガンリスク基準 10-5を超える，若

しくは非ガンのハザード指数(HQ)の 1
を超える，FDA の耐性/行動/指針を超

える． 

 

か

つ

LogKow<5.5 の化学物質の生体濃

度が EPA の発ガンリスク基準 10-5

を超える，HQ の 1 を超える，FDA
の耐性/行動/指針を超える． 

  

Tier 2 化学物質濃度が最終または二次慢性毒

性値(FCV または SCV)から導かれた平

衡分配底質指針 (ESG)案を超えてい

る． 

  

 または 
[SEM](Cd，Cu，Ni，Pb，Zn，Ag の 1/2
のモル濃度の合計)から[AVS]を引いた

値が 0 から 5． 

 

LogKow<5.5 の化学物質の生体濃

度が EPA の発ガンリスク基準 10-5

を超える，HQ の 1 を超える，FDA
の耐性/行動/指針を超える． 

ま

た

は

 または 
対数相関モデルを用いた予測毒性率が

その場所の全試料で0.25以上0.5未満．

ま

た

は

  

ひとつの固相底質試験

が示す結果が，(1)生残

率で対照の 90%未満

75%以上，(2)淡水動物

(Hyalella azteca)の体長

が対照の 95%未満 90%
以 上 ， (3) 淡 水 動 物

(Hyalella azteca 他)の体

重が対照の 90%未満

70%以上 

 または 
FCV から導かれた PAH ESG 毒性単位

の合計が１を超える． 

    

 または 
化学物質の TBP が EPA の発ガンリス

ク基準 10-5を超える，若しくは非ガン

のハザード指数(HQ)の 1 を超える，

FDA の耐性/行動/指針を超える． 

    

Tier 3 どの測点も Tier 1，Tier 2 に該当しない．利用可能なデータ（量の多寡に関わらず）は水生生物と人の健康へ

の悪影響がありそうなことを示していない． 

FAV : final acute value, SAV : secondary acute value, ESG : equilibrium sediment partitioning guideline, SEM : simultaneously 
extracted metals, AVS : acid-volatile sulfide, TBP : theoretical bioaccumulation potential, FCV : final chronic value,SCV : secondary 
chronic value 



- 26 - 

A．8 OSPAR条約に係る底質ガイドライン値 

OSPAR条約は，正式名称を「北東大西洋の海洋環境保護

のための条約(Convention for the protection of the Marine 

Environment of the North-East Atlantic）」という．この条約は，

1992年に採択された北東大西洋の海洋環境保護のための条

約で，オスロ条約（欧州投棄規制条約 1972）とパリ条約

（陸上起因海洋防止条約 1974）による海洋汚染防止を実

効性あるものとする目的で1974年に設置されたOSPAR委員

会の活動が基礎となっているため，オスロ・，パリ条約あ

るいはOSPAR条約と略称されている．英，仏独，蘭，ベル

ギー，デンマーク等15カ国と欧州連合が締約国となってお

り，1998年に発効した．この条約は予防原則の考え方を，

締約国の義務として取り入れた最初の条約である．OSPAR

条約には欧州主要国が全て加入していることもあり，国際

的にも海洋環境保護に関する条約に強い影響を与えている．

例えば，ロンドン条約96年議定書の雛型はOSPAR条約であ

り，OSPAR条約の動向は十分に注視すべきものと言える． 

OSPAR 委 員 会 は ， 1990 年 代 半 ば に 水 質 に 係 る

Ecotoxicological Assessment Criteria (EAC)を設定してきた

が，1990年代後半以降，海洋底質についてもEACの設定を

進めている．OSPAR委員会のEACは，修復措置を講ずること

を求めるような厳しいものではなく，より詳細な科学的あ

るいは生物学的な調査等を実施するための指標として用い

られるものである． 

OSPAR委員会の示している底質ガイドライン値を表-1に

示した．ガイドライン値設定の考え方は，水質のEACからEqP

（equilibrium partitioning method，平衡分配法）を用いて底

質濃度を推定する（間隙水の濃度が水質EACになる場合の

底質固相の濃度を推定する），または，数は限られるが，底

質濃度と生物影響のデータ (LC50やNOEC等) にアセスメ

ント係数を掛けてガイドライン値を算出する方法のどちら

かが採用されている．この場合，元々誤差が大きいことを

考慮して，例えば推定値が2μg/lであった場合には，0.5～

5μg/lをガイドライン値としている．なお，付表A-2で示され

たガイドライン値（例えばTBTの数値）は，実際に観測さ

れている事実から考えて小さすぎるとの指摘もある． 
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付表 A-2  OSPAR 条約の海洋堆積物中の汚染物質に対する生体毒性評価基準 (EAC)，及び，バックグラウ

ンド/参照濃度（B/RC） 

Sediment EAC Sediment B/RC Sediment B/RC Sediment B/RC
(mg/kg dry wt.; for organics in for organics in for metals in
1% organic northern North southern North whole OSPAR
carbon)　1） Sea and Sea (mg/kg dry Convention

Skaggerak wt.; 0.05-1.3% area (metal/
(mg/kg dry wt.; organic aluminium
0.63-2.37% carbon)　３） ratios)　４）

organic　２）

carbon)
Arsenic 1-10 (p) - - 0.0002-0.00045
Cadmium 0.1-1.0 (p) - - 0.0000007-

0.000003
Chromium 10-100（ｐ） - - 0.0009-0.002
Copper 5-50（ｐ） - - 0.00022-

0.00057
Mercury 0.05-0.5（ｐ） - - 0.00000034-

0.00000066
Nickel 5-50（ｐ） - - 0.00044-

0.00091
Lead 5-50（ｐ） - - 0.00018-0.0004
Zinｃ 50-500（ｐ） - - 0.00088-0.0018
DDE 0.0005-0.005 0.000065 - -

（ｐ）
Dieldrin 0.0005-0.005 - - -

（ｐ）
Naphthalene 0.05-0.5（ｆ） 0.0077-0.062 <0.0002-0.045 -
Phenanthrene 0.1-1.0（ｆ） 0.013-0.11 0.00046-0.060 -
Anthracene 0.05-0.5（ｆ） 0.0015-0.014 <0.0002-0.016 -
Fluoranthene 0.5-5.0（ｐ） 0.014-0.16 0.00072-0.097 -
Pyrene 0.05-0.5（ｐ） 0.011-0.13 0.00057-0.078 -
Benzo[a] 0.1-1.0（ｐ） 0.0077-0.069 <0.0002-0.047 -
anthracene
Chrysene 0.1-1.0（ｐ） 0.013-0.091 <0.0002-0.047 -
Benzo[a]pyrene 0.1-1.0（ｐ） 0.0088-0.112 <0.0002-0.051 -
∑７PCBｓ＊ 0.001-0.01（ｐ） 0.00003- - -

0.00012
TBT 0.000005- - - -

0.00005（ｐ）

1) 底質 EAC (mg/kg 乾重；有機炭素 1％で基準化) 

2) 北海北部及びスカゲラックの底質バックグラウンド濃度または参照濃度(mg/kg 乾重；有機炭素

0.63 から 2.37%) 

3) 北海南部での底質バックグラウンド濃度または参照濃度(mg/kg 乾重；有機炭素 0.05~1.3%) 

4) OSPAR 全地域における金属の底質バックグラウンド濃度または参照濃度（金属/アルミニウム比） 

＊ PCBs は，PCB28,52,101,118,138,153,180 の合計 

(p)＝暫定値であり，今後の知見によって改訂がありうる． 
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か
に

影
響

 

考
慮

さ
れ
ず

 
異
常
値
の
誤
っ
た
解
釈
に
よ
り
，
極
端
な
数

値
を
計
算
に
含
ん
で
し
ま
う
原
因
と
な
る
可

能
性
が
あ
る
．
因
果
関
係
と
複
合
影
響
の
解

釈
は
不
明
確
で
あ
る
．
元
の
デ
ー
タ
が
収
集

さ
れ
た
地
域
外
で
適
用
す
る
場
合
に
は
，
導

出
の
地
域
特
異
性
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
．
特
定
の
エ
ン
ド
ポ
イ
ン
ト
に
関
す
る
付

加
的
デ
ー
タ
は
，
そ
の
エ
ン
ド
ポ
イ
ン
ト
に

関
す
る
数
値
の
価
値
を
増
や
す
こ
と
が
で
き

る
．

 

B
ar

ric
k 

et
 a

l. 
19

88
; M

al
ek

 
19

92
; C

ub
ba

ge
 

et
 a

l. 
19

97
 

ER
L,

TE
L 

前
出

 
ER

M
,P

EL
 

前
出

 
N

EC
；

no
-e

ffe
ct

 
co

nc
en

tra
tio

n 
こ
れ
以
下
で
は
特
定
の
エ

ン
ド
ポ
イ
ン
ト
に
関
し
て

悪
影
響
が
観
測
さ
れ
な
い

濃
度

 

毒
性
エ
ン
ド

ポ
イ

ン
ト
に
関
す

る
，
底

質
中
の
化
学

物
質

濃
度
と
影
響

が
対

に
な
っ
た
デ

ー
タ

ベ
ー
ス

 

地
域

レ
ベ
ル
（

米

国
五

大
湖
）
，
及

び
米

国
と
カ

ナ

ダ
の

淡
水
域

 

端
脚

類
の
死

亡
率
，
ユ

ス
リ

カ
の

成
長
と

繁
殖

 
そ

れ
と

な
く

考
慮

さ
れ

て
い
る

が
，
明

確
で

な
い

 

元
の
デ
ー
タ
に
は
，

何
ら
か
の
非
化
学
有

害
因
子
も
入
っ
て
い

る
；
明
確
に
は
組
み

込
ま
れ
て
い
な
い

 

ER
L,

ER
M

と
同
じ

 
U

SE
PA

 1
99

6;
 

In
ge

rs
ol

l e
t a

l. 
19

96
 

SL
C
；

sc
re

en
in

g-
le

ve
l 

co
nc

en
tra

tio
n 

こ
れ
以
下
で
は
影
響
の
観

測
が
ま
れ
で
あ
る
濃
度
．

特
定
種
の
累
積
出
現
量
と

濃
度
の
関
係
の

90
%
値
を

SS
LS

と
し
，
多
数
の
種
の

SS
LC

を
プ
ロ
ッ
ト
し
て
，

そ
の

95
%
値
を
用
い
る

 

海
域

(N
ef

f e
t a

l. 
19

87
)ま

た
は

淡
水

域
(E

nv
iro

nm
en

t 
C

an
ad

a 
19

92
) 
の

底
生
生
物
量

 

米
国

ニ
ュ
ー

イ

ン
グ

ラ
ン
ド

の

沿
岸

域
（

N
ef

f e
t 

al
. 1

98
7)

;セ
ン

ト
ロ

－
レ
ン

ス

川
 (

C
an

ad
a;

EC
 

19
92

) 

汚
染

物
質
濃

度
と
の

関
連

で
み

た
底
生

生
物
の

出
現

状
況

 

そ
れ

と
な
く

考
慮

さ
れ

て
い
る

が
，
明

確
で

な
い

 

元
の
デ
ー
タ
に
は
，

何
ら
か
の
非
化
学
有

害
因
子
も
入
っ
て
い

る
；
明
確
に
は
組
み

込
ま
れ
て
い
な
い

 

ER
L,

ER
M

と
同
じ

 
N

ef
f e

t a
l. 

19
87

; 
En

vi
ro

nm
en

t 
C

an
ad

a 
19

92
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付
表

B
-3

 海
外
で
用
い
ら
れ
て
い
る
主
な
底
質
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

概
要
（
３
）

 

 底
質

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

意
図
，
意
味

 
デ
ー
タ

源
 

適
用

事
例

 
エ

ン
ド

ポ
イ
ン

ト
 

複
合

作
用

 
そ
の
他
の
有
害
因
子

適
用
の
際
の
配
慮
事
項

 
参
考
文
献

 

LR
M
；

lo
gi

st
ic

 
re

gr
es

si
on

 m
od

el
 

化
学
物
質
濃
度
に
関
連

す
る
毒
性
を
有
す
る
頻

度
を
示
す

 

底
質
中
の
化

学
物

質
濃
度
と
端

脚
類

毒
性
が
対
に

な
っ

た
デ
ー
タ
ベ

ー
ス

国
レ

ベ
ル
；
海

域
端

脚
類

死
亡

率
 

そ
れ

と
な
く

考
慮
さ

れ
て

い
る
が

，
明

確
で

な
い

 

元
の
デ
ー
タ
に
は
，

何
ら
か
の
非
化
学
有

害
因
子
も
入
っ
て
い

る
；
明
確
に
は
組
み

込
ま
れ
て
い
な
い

 

ER
L,

ER
M

と
同
じ

 
Fi

el
d 

et
 a

l. 
19

99
, 

20
02

 

N
EL
；

no
-e

ffe
ct

 le
ve

lこ
れ
以
下
で
は
水
質
，
水

利
用
，
ま
た
は
底
生
生
物

に
対
す
る
悪
影
響
が
な

い
こ
と
；
生
物
濃
縮
を
防

ぐ
た
め
に
作
ら
れ
た

 
LE

L；
 

lo
w

es
t e

ffe
ct

 le
ve

l
こ

れ
以

上
で

は
最

も
感

受
性

が
高

い
生

物
は

影

響
を

受
け

る
可

能
性

が

あ
る

 

Pe
rs

au
d 

et
 a

l. 
19

92
 

地
域

レ
ベ
ル
；
オ

ン
タ

リ
オ
州

(カ
ナ

ダ
)の

淡
水
域

底
生

生
物
群

集
構
成

 
現

存
す

る
方

法
の
組

み
合

わ
せ
か

ら
導

出
；
採
用

さ
れ
た

方
法

に
よ

り
詳
細

が
異
な

る
 

現
存
す
る
方
法
の
組

み
合
わ
せ
か
ら
導

出
；
採
用
さ
れ
た
方

法
に
よ
り
詳
細
が
異

な
る

 

現
存
す
る
方
法
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
導

出
；
採
用
さ
れ
た
方
法
に
よ
り
詳
細
が
異

な
る
；
生
物
濃
縮
を
生
じ
な
い
微
量
金
属

に
は
適
用
不
可
能

 

Pe
rs

au
d 

et
 a

l. 
19

92
 

SE
L；

se
ve

re
 e

ff
ec

t 
le

ve
l 

こ
れ

以
上

で
は

底
生

生

物
の

大
部

分
が

影
響

を

受
け
る

 
 

 
 

 
 

 
 

Eq
P 

(非
イ

オ
ン

有
機
物
）
慢

性
作

用
に

対
す

る
感

受
性
の
高
い
種
の
保
護

 
毒
性
試
験
（
水

）
に

よ
る
急
性
，
及

び
慢

性
毒
性

 

国
レ

ベ
ル
－

米
国

(D
i 

To
ro

 
et

 
al

. 
19

91
; 

U
SE

PA
 

19
93

); 
オ

ラ
ン

ダ
(v

an
 d

er
 K

oo
ij 

19
91

); 
海

域
と

淡
水

域
 

急
性

及
び
慢

性
毒
性

 
混

合
物
（

例
：

PA
H
混

合
物

）
の

た
め
に

特
別

に
開

発
さ

れ
た

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

以
外

は
考

慮
さ

れ
て
い

な
い

 

考
慮
さ
れ
ず

 
低

疎
水
性

，
も
し

く
は
イ

オ
ン

化
す
る
有

機
化

学
物

質
の

分
配

モ
デ

ル
( p

ar
tit

io
ni

ng
 

m
od

el
)は

確
立

ま
た

は
組

み
込

ま
れ

て
い

な
い

．
暴

露
経
路

に
関
り

な
く

，
化
学
物

質
の

挙
動

は
均

衡
 (

eq
ui

lib
riu

m
)モ

デ
ル

に
よ

り
近

似
さ
れ

る
と
い

う
仮

定
に
依
存

し
て

い
る

．
実
際

の
堆
積

物
中

の
分
配
係

数
は
，
文
献
値
や
計
算
さ
れ
た

K
oc
値
（
地

域
特

性
に

つ
い
て

調
節
可

能
）

に
よ
っ
て

的
確
に
表
さ
れ
る
と
仮
定
す
る
．

 

D
i 

To
ro

 
et

 
al

. 
19

91
; 

va
n 

de
r 

K
oo

ij 
19

91
; 

U
SE

PA
 1

99
3 
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付
表

B
-4

 海
外
で
用
い
ら
れ
て
い
る
主
な
底
質
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
概
要
（
４
）

 

 底
質

ガ
イ

ド
ラ
イ
ン

意
図
，
意
味

 
デ
ー

タ
源

 
適

用
事

例
 

エ
ン

ド
ポ

イ
ン

ト
 

複
合

作
用

 
そ
の
他
の
有
害
因
子

適
用
の
際
の
配
慮
事
項

 
参
考
文
献

 

ΣP
A

H
 

感
受

性
の

高
い

端
脚

類

の
保
護

 
底

質
中

の
化

学
物

質
濃

度
と

端
脚

類

毒
性

が
対

に
な

っ

た
デ
ー
タ
ベ

ー
ス

国
レ

ベ
ル

；
海

域
端

脚
類

死
亡

率
 

PA
H

混
合

物
の

影
響

を
特

に
明

確
に

す
る

た
め

に
導
出

 

元
の

デ
ー

タ
に

は
，

何
ら

か
の

非
化

学
有

害
因

子
も

入
っ

て
い

る
；

明
確

に
は

組
み

込
ま

れ
て
い
な
い

 

化
学
物
質
の
挙
動
及
び
毒
性
は
，

Eq
P

及

び
他

の
サ

ブ
モ

デ
ル

に
よ

り
近
似

で
き
る

と
い
う
仮
定
に
依
存
す
る
．

10
日
間

の
致

死
性

試
験

に
基

づ
く

の
で

，
長
期

影
響
は

表
せ
な
い
可
能
性
が
あ
る
．

13
の

PA
H
を

直
接

考
慮

す
る

が
，

全
て

の
複
合

に
は
外

挿
が
必
要
．

 

Sw
ar

tz
 

et
 

al
. 

19
95

; 
Sw

ar
tz

 
19

99
 

Eq
P(

麻
酔

性
）

 
慢

性
作

用
か

ら
の

感
受

性
の
高
い
種
の
保
護

 
毒
性
試
験
（

水
）
に

よ
る
急
性

，
及

び
慢

性
毒
性

 

国
レ

ベ
ル

；
淡

水

域
と

海
域

 
急

性
及

び
慢

性
毒
性

 
全

て
の

非
イ

オ
ン

麻

酔
性

化
学

物
質

の
単

体
影

響
を

特
に

明
確

に
す

る
た
め

に
導
出

 

考
慮

さ
れ
ず

 
化
学
物
質
の
挙
動
及
び
毒
性
は

Eq
P
及
び

麻
酔

性
モ

デ
ル

に
よ

っ
て

近
似
で

き
る
と

い
う
仮
定
に
依
存
す
る
．

 

D
i 

To
ro

 
et

 
al

. 
20

00
; 

D
i 

To
ro

 
an

d 
M

cG
ra

th
 

20
00

 

Eq
P(

金
属
：

U
SA

）
慢

性
作

用
か

ら
の

感
受

性
の
高
い
種
の
保
護

 
毒
性
試
験
（

水
）
に

よ
る
急
性
，
及

び
慢

性
毒
性

 

国
レ

ベ
ル

；
海

域

と
淡

水
域

 
急

性
及

び
慢

性
毒
性

 
C

d,
C

u,
Zn

,P
b,

N
i,

及

び
，

A
g
の

混
合

物
に
つ

い
て

検
討

；
付

加
的
化

学
物

質
は

考
慮

さ
れ

ず
 

考
慮
さ
れ
ず

 
結
合
相
と
し
て

AV
S
の
み
を
認
識
；
そ
の

他
の

結
合

相
は

組
み

込
ま

れ
て
い

な
い
．

AV
S
は

有
酸
素
堆
積
物
中
で
は
主
要
な
結

合
相
で
は
な
い
．
幾
つ
か
の

AV
S/

SE
M

測

定
に

お
い

て
，

実
験

上
の

人
為
的

な
結
果

が
確

認
さ

れ
た

．
金

属
蓄

積
は
硫

化
物
過

多
の
時
に
も
起
こ
り
う
る
．

 

D
i 

To
ro

 
et

 
al

. 
19

90
; 

A
nk

le
y 

et
 

al
. 1

99
6 

Eq
P(

金
属

：
オ

ラ

ン
ダ

）
 

慢
性

作
用

か
ら

の
感

受

性
の
高
い
種
の
保
護

 
毒
性
試
験
（

水
）
に

よ
る
急
性

，
及

び
慢

性
毒
性

 

国
レ

ベ
ル

；
淡

水

域
 

急
性

及
び
慢

性
毒
性

 
そ

れ
ぞ

れ
の

金
属

が

別
々

に
考
慮

さ
れ
た

 
考

慮
さ
れ
ず

 
K

d
値

は
実

験
に

よ
り

得
ら

れ
る

デ
ー

タ

で
あ

る
た

め
，

他
の

地
理

的
地
域

に
外
挿

法
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
．

K
d
値
は

平
均

で
あ

り
，

堆
積

物
特

有
の
多

様
性
が

認
識
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
．

 

va
n 

de
r 

K
oo

ij 
19

91
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付
表

B
-5

 海
外
で
用
い
ら
れ
て
い
る
主
な
底
質
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
概
要
（
５
）

 

 底
質

ガ
イ

ド
ラ
イ
ン

意
図
，
意
味

 
デ
ー

タ
源

 
適

用
事

例
 

エ
ン

ド
ポ

イ
ン

ト
 

複
合

作
用

 
そ

の
他
の
有
害
因
子

適
用
の
際
の
配
慮
事
項

 
参
考
文
献

 

C
on

se
ns

us
 o

f 
PA

H
SQ

G
 

慢
性

作
用

か
ら

の
底

生

生
態
系
の
保
護

 
そ

の
他

の
方

法
に

よ
り

導
出

さ
れ

た

SQ
G
値

 

国
レ

ベ
ル
；
海

域
複

数
の

SQ
G
の

相
加

平
均

に
よ

り
決

定
さ

れ
た

閾
値

(T
EC

)，
中

央
値

 (
M

EC
)，

極
度

影
響
濃

度
 (

EE
C

) 

PA
H

混
合

物
の

影
響

を
特

に
明

確
に

す
る

た
め

に
導
出

 

Sw
ar

tz
 1

99
9 

C
on

se
ns

us
 o

f 
PC

B
SQ

G
 

慢
性

作
用

か
ら

の
底

生

生
態
系
の
保
護

 
そ

の
他

の
方

法
に

よ
り

導
出

さ
れ

た

SQ
G
値

 

国
レ

ベ
ル
；
淡

水

域
と

海
域

 
複

数
の

SQ
G
の

相
乗

平
均

に
よ

っ
て

決
定

さ
れ

た
TE

C
,M

EC
,E

EC
 

M
ac

D
on

al
d,

 
D

iP
in

to
, 

et
 

al
. 

20
00

 

C
on

se
ns

us
 S

Q
G

 
慢

性
作

用
か

ら
の

底
生

生
態
系
の
保
護

 
そ

の
他

の
方

法
に

よ
り

導
出

さ
れ

た

SQ
G
値

 

国
レ

ベ
ル
；
淡

水

域
 

複
数

の
SQ

G
の

相
乗

平
均

に
よ

っ
て

決
定

さ
れ

た
TE

C
,P

EC
 

考
慮

さ
れ

た
幅

広
い

混
合

物
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

を
組
み

合
わ
せ

特
に

記
述
な
し

 
中
心
傾
向
を
見
つ
け
る
こ
と
で
，
そ
れ
ぞ
れ

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
み
ら
れ
る
偏
り
を
補
正

し
よ
う
と
試
み
て
い
る
が
，
平
均
に
基
づ
い

て
の
統
一
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

コ
ン
セ
プ
ト
の
違
い
を
不
明
瞭
に
す
る
可
能

性
が

あ
る

．
M

cD
on

al
d,

 
In

ge
rs

ol
l, 

an
d 

B
er

ge
r(

20
00

)
は

指
数

に
基

づ
く

(q
uo

tie
nt

-b
as

ed
)枠

組
み

を
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン

に
適
用
し
て
い
る
．

 

M
ac

D
on

al
d,

 
In

ge
rs

ol
l, 

B
er

ge
r 

20
00
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